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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物及び（Ｂ）ボタン科ボタン属植物抽出物を含有する、加
齢臭抑制用の皮膚外用組成物。
【請求項２】
　ノネナールを抑制する、請求項１に記載の皮膚外用組成物。
【請求項３】
　リーブオン型として用いられる、請求項１又は２に記載の皮膚外用組成物。
【請求項４】
　（Ａ）成分として、ムルチノシドＡを含有する植物抽出物を含む、請求項１～３のいず
れかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項５】
　（Ａ）成分として、エイジツエキスを含む、請求項１～４のいずれかに記載の皮膚外用
組成物。
【請求項６】
　（Ｂ）成分として、ペオニフロリンを含有する植物抽出物を含む、請求項１～５のいず
れかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項７】
　（Ｂ）成分として、シャクヤクエキスを含む、請求項１～６のいずれかに記載の皮膚外
用組成物。
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【請求項８】
　（Ａ）成分の含有量が、組成物全体に対して、０．００１～１０重量％である、請求項
１～７のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項９】
　（Ｂ）成分の含有量が、組成物全体に対して、０．００１～１０重量％である、請求項
１～８のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項１０】
　（Ａ）成分の含有量１重量部当たり、（Ｂ）成分の含有量が０．０００１～１００００
重量部となる比率で含有する、請求項１～９のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項１１】
　皮膚外用組成物の粘度（２５℃）が、１～５００００ｍＰａ・ｓである、請求項１～１
０のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項１２】
　皮膚外用組成物のｐＨが２．０～９．０である、請求項１～１１のいずれかに記載の皮
膚外用組成物。
【請求項１３】
　（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物と（Ｂ）ボタン科ボタン属植物抽出物とを、加齢臭発生
が気になる皮膚の部位に適用することを特徴とする、加齢臭抑制方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体臭を抑制できる皮膚外用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ニオイに対する人々の関心が高まっている。なかでも、加齢に伴い発生すると考
えられている高齢者特有の体臭を気にする人が増えている。この加齢臭とも呼ばれる体臭
は、皮膚表面上でω７不飽和脂肪酸が酸化的に分解されて生じる不飽和アルデヒドである
２－ノネナールの発生と深く関連することが報告されている（非特許文献１）。
【０００３】
　従来、このような体臭を防止する技術としては、香水等でマスキングしたり、炭の臭い
吸着効能を利用する方法（特許文献１）等が知られている。また、ワレモコウの根部及び
根茎部からの抽出物を用いる方法（特許文献２）や、縮合型カキタンニンを用いる方法（
特許文献３）等も提案されている。しかし、更なる有用な体臭抑制用組成物の開発が求め
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４５７４７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８３０１９号公報
【特許文献３】特許第４２１２２２０号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】S.Haseet al., The Journal of Investigative Dermatology, Vol.116,
 No.4, 520-524, 2001
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、高度に体臭抑制効果を発揮できる新規組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、バラ科バラ属植物抽出物
とボタン科ボタン属植物抽出物とを組み合わせて用いた場合に、相乗効果的に著しく高い
体臭抑制効果が発揮されることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　従って、本発明は以下を提供する。
　［項１］　（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物及び（Ｂ）ボタン科ボタン属植物抽出物を含
有する、体臭抑制用の皮膚外用組成物。
　［項２］　加齢臭を抑制する、項１に記載の皮膚外用組成物。
　［項３］　ノネナールを抑制する、項１又は２に記載の皮膚外用組成物。
　［項４］　リーブオン型として用いられる、項１～３のいずれかに記載の皮膚外用組成
物。
　［項５］　（Ａ）成分として、ムルチノシドＡを含有する植物抽出物を含む、項１～４
のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
　［項６］　（Ａ）成分として、エイジツエキスを含む、項１～５のいずれかに記載の皮
膚外用組成物。
　［項７］　（Ｂ）成分として、ペオニフロリンを含有する植物抽出物を含む、項１～６
のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
　［項８］　（Ｂ）成分として、シャクヤクエキスを含む、項１～７のいずれかに記載の
皮膚外用組成物。
　［項９］　（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物と（Ｂ）ボタン科ボタン属植物抽出物とを、
体臭発生が気になる皮膚の部位に適用することを特徴とする、体臭抑制方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、高度に体臭抑制効果を発揮できる有用な新規の皮膚外用組成物が提供さ
れる。本発明に用いられるバラ科バラ属植物抽出物及びボタン科ボタン属植物抽出物は共
に天然の植物由来の抽出物であり、人体に対して安全に用いられ得るという点でも非常に
有益である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　なお、本明細書中で使用される用語は、特に他を言及しない限り、当該分野で通常用い
られる意味で用いられている点が理解されるべきである。
【００１１】
（１．体臭抑制用の皮膚外用組成物）
　本発明による体臭抑制用の皮膚外用組成物は、（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物及び（Ｂ
）ボタン科ボタン属植物抽出物を含有する。
【００１２】
　（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物
　本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物は、バラ科バラ属植物抽出物（以下、単に（Ａ）
成分ともいう）を含有する。
【００１３】
　本明細書において、バラ科バラ属植物抽出物は、バラ科バラ属（Rosaceae Rosa）植物
から得られる抽出物（エキスともいう）をいう。
【００１４】
　バラ科バラ属植物としては、ノイバラ（Rosa multiflora）、イザヨイバラ（Rosa roxb
urghii）、カニナバラ（Rosa canina）、ガリカバラ（Rosa
gallica）、コウシンバラ（Rosa chinensis）、ダマスクバラ（Rosa damascena）、セン
チフォリアバラ（Rosa centifolia）、ハイブリッドローズ（Rosa
hybrida）、ハマナス（Rosa rugosa）、ヤマハマナス（Rosa moschata）、モスカータバ
ラ（Rosa moschata）、ロサアルバ（Rosa
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alba）、ロサエグレンテリア（Rosa rubiginosa）、ロサルビギノサ（Rosa rubiginosa）
、サンショウバラ（Rosa hirtula）、タカネイバラ（Rosa aciculaisis）、テリハノイバ
ラ（Rosa wichuraiana）、サクライバラ（Rosa
uchiyamana）、モリイバラ（Rosa jasminoides）、フジイバラ（Rosa fujisanensis）、
ヤマイバラ（Rosa
sambucina）、ヤブイバラ（Rosa onoei）、ミヤコイバラ（Rosa paniculigera）、テリハ
ノイバラ（Rosa luciae）、カラフトイバラ（Rosa
amblyotis）、オオタカネバラ（Rosa acicularis）、タカネバラ（Rosa nipponensis）、
ナニワイバラ（Rosa
laevigata）、カカヤンバラ（Rosa bracteata）、モッコウバラ（Rosa banksiae）等を挙
げることができるが、これらに限定されない。より確実に高い効果を発揮できるという観
点から、好ましくは、バラ科バラ属植物は、ノイバラ、イザヨイバラ、カニナバラ、ガリ
カバラ、コウシンバラ、ダマスクバラ、センチフォリアバラ、ハイブリッドローズ、ハマ
ナス、ヤマハマナス、モスカータバラ、ロサアルバ、ロサエグレンテリア、又はロサルビ
ギノサであり、特に好ましくはノイバラである。
【００１５】
　抽出物を得るための抽出対象となるバラ科バラ属植物の器官は、本発明の効果を奏し得
る限り特に制限されず、例えば、花、果実、偽果、子房、種子、葉、芽、茎、根等を挙げ
ることができる。
【００１６】
　また、バラ科バラ属植物抽出物は、当該分野で通常行われている植物抽出物の調製方法
に従って製造することができる。具体的には、バラ科バラ属植物の抽出物は、バラ科バラ
属植物の器官を採取された状態のまま、或いは必要に応じて乾燥、細切、破砕等の処理を
したものを、溶媒で抽出処理することにより取得することができる。
【００１７】
　バラ科バラ属植物からの抽出処理に使用される溶媒としては、当該分野で汎用されてい
る任意の溶媒を用いることができ、具体的には、水、有機溶媒、又は水と有機溶媒の混合
液等を挙げることができる。より具体的には、抽出溶媒として、メタノール、エタノール
、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、t-ブタノール等
の炭素数１～５の低級アルコールを挙げることができるが、これらに限定されない。当該
抽出溶媒としては、好ましくは、水、又は炭素数１～５の低級アルコールと水との混合液
（含水低級アルコール）、より好ましくは水、又はエタノールと水との混合液（含水エタ
ノール）を挙げることができる。溶媒として含水低級アルコールを使用する場合、該含水
低級アルコールの総重量に対する低級アルコールの含有割合としては、例えば０重量％よ
り多く８０重量％以下、好ましくは０重量％より多く５０重量％以下、更に好ましくは０
重量％より多く３０重量％以下が例示される。
【００１８】
　バラ科バラ属植物抽出物を得るための抽出処理は、当該分野で周知の方法で行うことが
でき、例えば、バラ科バラ属植物１重量部に対して、約１～５０重量部の溶媒、好ましく
は約５～２０重量部の溶媒を加え、必要に応じて撹拌して、数分～数日間、好ましくは３
０分～２０時間、更に好ましくは１時間～１０時間程度行えばよい。抽出処理時の温度条
件については、溶媒の種類等に応じて適宜設定すればよいが、通常１０～１００℃、好ま
しくは５０～９８℃、更に好ましくは６０～９７℃が例示される。更に、抽出処理時の圧
力条件についても特に制限されず、常圧であっても、また加圧条件下であってもよい。ま
た、抽出処理は、バッチ式又は還流式のいずれを用いてもよい。
【００１９】
　上記抽出処理を行った後に、濾過や遠心分離等の固液分離手段により固形分を除去して
、溶液画分を回収することによって、バラ科バラ属植物抽出物を得ることができる。また
、除去された固形分については、再度、抽出処理に供して抽出物を回収してもよく、これ
によって抽出効率を高めることができる。
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【００２０】
　斯くして抽出処理して得られるバラ科バラ属植物抽出物は液状であり、本発明には該抽
出物をそのままの状態で用いることもできるが、有機溶媒が含まれている場合には減圧蒸
留等により有機溶媒を取り除いてもよい。また、本発明において、バラ科バラ属植物抽出
物は、液状のものをそのまま使用してもよいが、必要に応じて、減圧乾燥、凍結乾燥、噴
霧乾燥等の乾燥処理を行って水分を低減又は除去することにより、濃縮液状、半固形状、
固形状又は粉末状にして使用してもよい。
【００２１】
　また、バラ科バラ属植物抽出物は、更にクロマトグラフィーや溶剤分離等の適当な精製
処理等に供することにより精製されたものであってもよい。
【００２２】
　本発明に用いるバラ科バラ属植物抽出物は、上記のような抽出処理によって入手しても
よいし、また市販品も好適に用いられ得る。このような市販品としては、例えば、エイジ
ツエキス、イザヨイバラエキス、イザヨイバラ液汁、カニナバラ果実、カニナバラ果実エ
キス、カニナバラ果実油、カニナバラ種子、カニナバラ種子エキス、カニナバラ花、カニ
ナバラ花エキス、カニナバラ花油、カニナバラ葉エキス、ガリカバラ花、ガリカバラ花エ
キス、ガリカバラ花水、ガリカバラ花油、コウシンバラ花エキス、サッカロミセス／ダマ
スクバラ花エキス発酵液、センチフォリアバラ花、センチフォリアバラ花エキス、センチ
フォリアバラ花ロウ、センチフォリアバラ花水、センチフォリアバラ花汁、センチフォリ
アバラ花油、ダマスクバラエキス、ダマスクバラ花、ダマスクバラ花エキス、ダマスクバ
ラ花ロウ、ダマスクバラ花水、ダマスクバラ花油、ノイバラ果実エキス、ノイバラ花ロウ
、ノバラエキス、ハイブリッドローズ子房エキス、ハイブリッドローズ花エキス、ハイブ
リッドローズ花水、ハマナスエキス、ハマナス果実エキス、ハマナス花エキス、ハマナス
花水、ハマナス葉エキス、バラエキス、モスカータバラ油、モスカータバラ種子油、モス
カータバラ葉エキス、ヤマハマナス芽エキス、ローズヒップ油、ローズ水、ロサアルバ花
エキス、ロサエグレンタリアエキス、ロサエグレンタリア種子油、ロサルビギノサ果実エ
キス、ロサルビギノサ種子油、ロサルビギノサ種子油ＰＥＧ－８エステルズ等の名前で市
販されているバラ科バラ属植物抽出物を挙げることができる。
　これらのバラ科バラ属植物抽出物は、１種類のみを単独で用いても良いし、又は２種以
上を組み合わせて用いても良い。
【００２３】
　より確実に高い体臭抑制効果を発揮できるという観点から、（Ａ）成分としては、好ま
しくは、エイジツエキスが用いられる。エイジツエキスとは、ノイバラの偽果又は果実か
ら、通常含水エタノールを用いて抽出して得られる、公知のバラ科バラ属植物抽出物であ
る。エイジツエキスは、その主要成分として、ムルチノシドＡと呼ばれるフラボノイドの
一種を含むことが周知である。従って、理論に束縛されることは望まないが、本発明の体
臭抑制効果を発揮するメカニズムの一因を、このムルチノシドＡが担っている可能性があ
ることも推測される。
【００２４】
　そこで本発明では、（Ａ）成分として、ムルチノシドＡを含有する植物抽出物を好適に
用いることができる。
【００２５】
　本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物において、（Ａ）成分の含有量については、該組
成物の製剤形態や求められる効果の程度等に応じて適宜設定され得る。一例として、組成
物全体に対して、（Ａ）成分が0.001～10重量％、好ましくは0.005～5重量％、更に好ま
しくは0.01～2重量％が例示される。
【００２６】
　（Ｂ）ボタン科ボタン属植物抽出物
　本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物は、上記（Ａ）成分に加えて、ボタン科ボタン属
植物抽出物（以下、単に（Ｂ）成分ともいう）を含有する。
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【００２７】
　本明細書において、ボタン科ボタン属植物抽出物は、ボタン科ボタン属（Paeoniaceae 
Paeonia）植物から得られる抽出物（エキスともいう）をいう。
【００２８】
　ボタン科ボタン属植物としては、シャクヤク（Paeonia lactiflora）、オランダシャク
ヤク（Paeonia officinalis）、ヤマシャクヤク（Paeonia japonica）、ベニバナヤマシ
ャクヤク（Paeonia
obovata）、ボタン（Paeonia suffruticosa）等を挙げることができるが、これらに限定
されない。好ましくは、ボタン科ボタン属植物はシャクヤク、オランダシャクヤク又はボ
タンであり、特に好ましくはシャクヤクである。
【００２９】
　抽出物を得るための抽出対象となるボタン科ボタン属植物の器官は、本発明の効果を奏
し得る限り特に制限されず、例えば前記（Ａ）成分と同様に、花、果実、偽果、子房、種
子、葉、芽、茎、根等が用いられ得る。
【００３０】
　ボタン科ボタン属植物抽出物を得るための調製方法（抽出溶媒、抽出時間、抽出温度等
）もまた、前述の（Ａ）成分について記載したものと同様にして、当該分野で公知の任意
の方法で行うことができる。
【００３１】
　本発明に用いるボタン科ボタン属植物抽出物は、上記のような抽出処理によって入手し
てもよいし、また市販品も好適に用いられ得る。このような市販品としては、例えば、シ
ャクヤクエキス、シャクヤク根、シャクヤク根エキス、シャクヤク根水、シャクヤク花エ
キス、オランダシャクヤク根エキス、オランダシャクヤク花エキス、ボタンエキス、ボタ
ン花水等の名前で市販されているボタン科ボタン属植物抽出物を挙げることができる。
　これらのボタン科ボタン属植物抽出物は、１種類のみを単独で用いても良いし、又は２
種以上を組み合わせて用いても良い。
【００３２】
　より確実に高い体臭抑制効果を発揮できるという観点から、（Ｂ）成分としては、好ま
しくは、シャクヤクエキスが用いられる。シャクヤクエキスとは、シャクヤクの根から、
通常含水エタノールを用いて抽出して得られる、公知のボタン科ボタン属植物抽出物であ
る。シャクヤクエキスは、その主要成分として、ペオニフロリンと呼ばれるモノテルペノ
イド配糖体の一種を含むことが周知である。従って、理論に束縛されることは望まないが
、本発明の体臭抑制効果を発揮するメカニズムの一因を、このペオニフロリンが担ってい
る可能性があることも推測される。
【００３３】
　そこで本発明では、（Ｂ）成分として、ペオニフロリンを含有する植物抽出物を好適に
用いることができる。ペオニフロリンを含有する植物抽出物としては、例えば、シャクヤ
クエキス、ボタンエキスを挙げることができるが、これに限定されない。
【００３４】
　本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物において、（Ｂ）成分の含有量については、該組
成物の製剤形態や求められる効果の程度等に応じて適宜設定され得る。一例として、組成
物全体に対して、（Ｂ）成分が0.001～10重量％、好ましくは0.005～5重量％、更に好ま
しくは0.01～2重量％が例示される。
【００３５】
　更に本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物において、（Ａ）成分の含有量に対する（Ｂ
）成分の含有量の比率については、特に制限されないが、より一層効果的に本発明の効果
を発揮できるという観点から、一例として、（Ａ）成分の含有量１重量部当たり、（Ｂ）
成分の含有量が総量で0.0001～10000重量部、好ましくは0.001～1000重量部、より好まし
くは0.05～200重量部となる比率が例示される。
【００３６】
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　本発明の皮膚外用組成物は、体臭抑制効果をより一層高めるために、体臭抑制効果が知
られている他の成分を更に含んでも良い。このような成分としては、特に限定されないが
、炭、泥、ベントナイト、モンモリロナイト、カオリン等の臭い吸着作用を有する多孔性
物質；カキタンニン（柿渋）、ワレモコウ、チャ、アメリカマンサク（ハマメリス）、シ
ソ、コガネバナ（オウゴン）、キュウリ、サンショウ、パセリ等の植物抽出物等を挙げる
ことができる。
　上記成分の含有量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、通常、組成
物全体に対して0.0001～20重量％程度、好ましくは0.001～10重量％程度とするのがよい
。
【００３７】
　また皮膚常在菌（グラム陽性細菌やグラム陰性細菌等の雑菌）の繁殖が体臭の発生に強
く影響することも知られている。従って、本発明の皮膚外用組成物は、上記（Ａ）及び（
Ｂ）成分に加えて、更に抗菌成分を含むことが好ましい。このような抗菌成分としては、
特に限定されないが、例えば、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、
塩化ベンゼトニウム、シメン－５－オール、トリクロカルバン、トリクロサン、クロルヘ
キシジン、サリチル酸、アクリノール、エタノール、クレゾール、グルコン酸、ポピドン
ヨード、ヨウ化カリウム、ヨウ素、感光素１０１号、感光素２０１号、パラベン、フェノ
キシエタノール、１，２-ペンタンジオール、塩酸アルキルジアミノグリシン等が挙げら
れる。なかでも、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼト
ニウムが好ましい。
　上記成分の含有量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、通常、組成
物全体に対して0.0001～10重量％程度、好ましくは0.001～5重量％程度とするのがよい。
【００３８】
　また、本発明の皮膚外用組成物は、前述した各成分に加えて、他の有用な作用を付加す
るため、抗炎症成分、老化防止成分、紫外線散乱成分、紫外線吸収成分、DNA損傷の予防
及び／又は修復作用を有する成分、美白成分、細胞賦活化成分、収斂成分、抗酸化成分、
保湿成分、角質柔軟成分、ビタミン類、血行促進成、皮脂吸着成分等の各種成分を１種ま
たは２種以上組み合わせて配合してもよい。これらの各成分としては、医薬品、医薬部外
品、化粧品分野などにおいて使用され得るものであれば特に制限されず、任意のものを適
宜選択し使用することができる。なかでも、抗炎症成分は、加齢によって生じやすい肌ト
ラブルの一つである肌荒れの改善に寄与し得るので好ましい。また老化防止成分を配合す
ることも好ましい。
【００３９】
　抗炎症成分としては、例えば、グリチルリチン酸類、グリチルレチン酸類、酸化亜鉛、
アラントイン、カラミン、グアイアズレン、酢酸トコフェロール、塩酸ピリドキシン、メ
ントール、カンフル、テレピン油、インドメタシン、サリチル酸又はその誘導体等が挙げ
られる。好ましくはグリチルリチン酸類（例えば、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチ
ルリチン酸モノアンモニウム等）、グリチルレチン酸類、または酸化亜鉛である。抗炎症
成分を配合する場合、その含有量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが
、皮膚外用組成物の全体に対して例えば約0.0003～10重量％、好ましくは約0.01～5重量
％である。
【００４０】
　老化防止成分としては、例えば、レチノイド（レチノール、レチノイン酸、レチナール
等）、パンガミン酸、ウルソール酸、ウコンエキス、スフィンゴシン誘導体、ケイ素、ケ
イ酸、Ｎ－メチル－Ｌ－セリン、メバロノラクトン等が挙げられる。老化防止成分を配合
する場合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用
組成物の全体に対して例えば約0.0003～10重量％、好ましくは約0.01～5重量％である。
【００４１】
　紫外線散乱成分としては、例えば、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化鉄、酸化セリウム、酸
化ジルコニウム、ケイ酸チタン、ケイ酸亜鉛、無水ケイ酸、ケイ酸セリウム、含水ケイ酸
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等の無機化合物や、それらの無機化合物を含水ケイ酸、水酸化アルミニウム、マイカやタ
ルク等の無機粉体で被覆したり、ポリアミド、ポリエチレン、ポリエステル、ポリスチレ
ン、ナイロン等の樹脂粉体に複合化したもの、さらにシリコン油や脂肪酸アルミニウム塩
等で処理したものなどが挙げられる。中でも、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化鉄等の無機化
合物や、これらの無機化合物を水酸化アルミニウム、含水ケイ酸、マイカやタルク等の無
機粉体やシリコン油で被覆したものが好ましい。紫外線散乱成分を配合する場合、その使
用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の全体に対
して例えば約0.001～35重量％、好ましくは約0.1～25重量％である。
【００４２】
　紫外線吸収成分としては、例えば、パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル、２－[
４－（ジエチルアミノ）－２－ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル、２，
４，６－トリス[４－（２-エチルヘキシルオキシカルボニル）アニリノ]－１，３，５－
トリアジン、ジメトキシベンジリデンオキソイミダゾリジンプロピオン酸２－エチルヘキ
シル、２，４－ビス－[{４－(２－エチルヘキシルオキシ)－２－ヒドロキシ}－フェニル]
－６－(４－メトキシフェニル)－１，３，５－トリアジンなどが挙げられる。紫外線吸収
成分を配合する場合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが
、皮膚外用組成物の全体に対して例えば約0.01～20重量％、好ましくは約0.1～15重量％
である。
【００４３】
　DNAの損傷の予防及び／又は修復作用を有する成分としては、例えば、動物（例えば、
アルテミア）に由来する成分；植物（例えば、キャッツクロー）に由来する成分；DNA、D
NA塩、RNA、RNA塩等の核酸成分が挙げられる。DNAの損傷の予防及び／又は修復作用を有
する成分の配合量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成
物の全体に対して、例えば約0.001～3重量％、好ましくは約0.01～1重量％である。動物
成分や植物成分を用いる場合の使用量は、エキスなどの抽出物換算で、皮膚外用組成物の
全体に対して、約0.00001～0.1重量％、好ましくは約0.0001～0.01重量％である。
【００４４】
　美白成分としては、例えば、プラセンタ；アルブチン；コウジ酸；エラグ酸；フィチン
酸；ルシノール；カモミラＥＴ；ビタミンＡ又はその誘導体、パントテン酸又はその誘導
体等のビタミン類等が挙げられる。更に、美白作用を有する植物成分を美白成分として用
いてもよく、かかる植物成分としては、イリス（アイリス）、アーモンド、アロエ、イチ
ョウ、ウーロン茶、オウゴン、オウレン、オトギリソウ、オドリコソウ、海藻、カッコン
、クチナシ、クジン、クロレラ、ゴバイシ、コムギ、コメ、コメハイガ、オリザノール、
コメヌカ、サイシン、サンショウ、シソ、センキュウ、ソウハクヒ、ダイズ、納豆、茶、
トウキ、トウキンセンカ、ニンニク、ハマメリス、ベニバナ、ボタンピ、ヨクイニン、ト
ウキ、アメジスト、アセンヤク、アセビワラビ、イヌマキ、エノキ、カキ(Diospyros kak
i)、キササゲ、クロマメ、ゲンチアナ、ゲンジン、サルサ、サヤインゲン、ショクマ、ジ
ュウロウ、セージ、ゼンコ、ダイコン、ツツジ、ツクシハギ、トシン、ニガキ、パセリ、
ヒイラギ、ホップ、マルバハギ、チョウジ、カンゾウ等の植物に由来する成分が挙げられ
る。これらの植物成分を本発明の皮膚外用組成物に用いる場合、植物成分の形態は特に制
限されないが、通常は植物抽出物（植物エキス）や精油などの態様で使用することができ
る。美白成分を配合する場合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択
できるが、皮膚外用組成物の全体に対して例えば約0.0003～10重量％、好ましくは約0.01
～5重量％である。植物エキスを用いる場合の使用量は、エキスなどの抽出物換算で、皮
膚外用組成物の全体に対して、約0.00001～20重量％、好ましくは約0.0001～15重量％、
より好ましくは0.001～10重量％である。
【００４５】
　細胞賦活化成分としては、例えば、γ-アミノ酪酸、ε-アミノカプロン酸などのアミノ
酸類：レチノール、チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、パントテン酸類などの
ビタミン類：グリコール酸、乳酸などのα-ヒドロキシ酸類：タンニン、フラボノイド、
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サポニン、アラントイン、感光素301号などが挙げられる。細胞賦活化成分を配合する場
合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物
の全体に対して例えば約0.0003～10重量％、好ましくは約0.01～5重量％である。
【００４６】
　収斂成分としては、例えば、ミョウバン、クロロヒドロキシアルミニウム、塩化アルミ
ニウム、アラントインアルミニウム塩、硫酸亜鉛、硫酸アルミニウムカリウム等の金属塩
；タンニン酸、クエン酸、乳酸、コハク酸などの有機酸を挙げることができる。収斂成分
を配合する場合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮
膚外用組成物の全体に対して例えば約0.0003～10重量％、好ましくは約0.01～5重量％で
ある。
【００４７】
　抗酸化成分としては、例えば、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトル
エン、亜硫酸水素ナトリウム、エリソルビン酸及びその塩、フラボノイド、グルタチオン
、グルタチオンペルオキシダーゼ、グルタチオン-Ｓ-トランスフェラーゼ、カタラーゼ、
スーパーオキサイドジスムターゼ、チオレドキシン、タウリン、チオタウリン、ヒポタウ
リンなどが挙げられる。抗酸化成分を配合する場合、その使用量は、皮膚への使用感や効
果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の全体に対して例えば約0.00001～10重
量％、好ましくは約0.0001～5重量％、より好ましくは0.001～5重量％である。
【００４８】
　保湿成分としては、アラニン、セリン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、グリシ
ン、プロリン、ヒドロキシプロリン、グルコサミン、テアニンなどのアミノ酸及びその誘
導体；グリセリン、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリ
コールなどの多価アルコール；ソルビトールなどの糖アルコール；レシチン、水素添加レ
シチン等のリン脂質；プロピレングリコール、ヘパリン、コンドロイチン、ヒアルロン酸
又はその塩（例えば、ヒアルロン酸ナトリウム等）、アセチル化ヒアルロン酸又はその塩
（例えば、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム等）等のムコ多糖；乳酸、ピロリドンカル
ボン酸ナトリウム、尿素などのＮＭＦ由来成分等が挙げられる。保湿成分を配合する場合
、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の
全体に対して例えば約0.1～10重量％、好ましくは約0.5～5重量％である。
【００４９】
　角質柔軟成分としては、例えば、ラノリン、尿素、フィチン酸、乳酸、乳酸塩、グリコ
ール酸、サリチル酸、リンゴ酸、クエン酸などが挙げられる。角質柔軟成分を配合する場
合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物
の全体に対して、例えば0.0001～50重量％、好ましくは約0.001～50重量％、より好まし
くは約0.05～25重量％である。
【００５０】
　ビタミン類としては、例えば、レチノール、酢酸レチノール、パルミチン酸レチノール
等のレチノール誘導体、レチナール、レチノイン酸、レチノイン酸メチル、レチノイン酸
エチル、レチノイン酸レチノール、ｄ－δ－トコフェリルレチノエート、α－トコフェリ
ルレチノエート、β－トコフェリルレチノエート等のビタミンＡ類；β－カロチン、α－
カロチン、γ－カロチン、δ－カロチン、リコピン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチ
ン、エキネノン等のプロビタミンＡ類；δ－トコフェロール、α－トコフェロール、β－
トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロー
ルカルシウム、δ－トコフェロール、ニコチン酸トコフェロール等のビタミンＥ類；リボ
フラビン、フラビンモノヌクレオチド、フラビンアデニンジヌクレオチド、リボフラビン
酪酸エステル、リボフラビンテトラ酪酸エステル、リボフラビン５’－リン酸エステルナ
トリウム、リボフラビンテトラニコチン酸エステル等のビタミンＢ２類；ニコチン酸メチ
ル、ニコチン酸、ニコチン酸アミドなどのニコチン酸類；ステアリン酸アスコルビル、ジ
パルミチン酸Ｌ－アスコルビル、テトライソパルミチン酸アスコルビル（テトラ２－ヘキ
シルデカン酸アスコルビル）、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、デヒドロア
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スコルビン酸、アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム、アスコルビン酸リン酸エステ
ルマグネシウム、アスコルビン酸グルコシドなどのビタミンＣ類；メチルヘスペリジン、
エルゴカルシフェロール、コレカルシフェロールなどのビタミンＤ類；フィロキノン、フ
ァルノキノン等のビタミンＫ類；ジベンゾイルチアミン、ジベンゾイルチアミン塩酸塩、
チアミン塩酸塩、チアミンセチル塩酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンラウリル塩
酸塩、チアミン硝酸塩、チアミンモノリン酸塩、チアミンリジン塩、チアミントリリン酸
塩、チアミンモノリン酸エステルリン酸塩、チアミンモノリン酸エステル、チアミンジリ
ン酸エステル、チアミンジリン酸エステル塩酸塩、チアミントリリン酸エステル、チアミ
ントリリン酸エステルモノリン酸塩等のビタミンＢ１類；塩酸ピリドキシン、酢酸ピリド
キシン、塩酸ピリドキサール、５’－リン酸ピリドキサール、塩酸ピリドキサミン等のビ
タミンＢ６類、シアノコバラミン、ヒドロキソコバラミン、デオキシアデノシルコバラミ
ン等のビタミンＢ１２類；葉酸、プテロイルグルタミン酸等の葉酸類；パントテン酸、パ
ントテン酸カルシウム、パントテニルアルコール（パンテノール）、Ｄ－パンテテイン、
Ｄ－パンテチン、補酵素Ａ、パントテニルエチルエーテル等のパントテン酸類；ビオチン
、ビオシチン等のビオチン類；そのほか、カルニチン、フェルラ酸、α－リポ酸、オロッ
ト酸、γ－オリザノール等のビタミン様作用因子などが挙げられる。ビタミン類を配合す
る場合、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組
成物の全体に対して、例えば約0.001～30重量％、好ましくは約0.1～25重量％、より好ま
しくは約0.5～20重量％である。
【００５１】
　血行促進成分としては、例えば、植物（例えば、オタネニンジン、アシタバ、アルニカ
、イチョウ、ウイキョウ、エンメイソウ、オランダカシ、カミツレ、ローマカミツレ、カ
ロット、ゲンチアナ、ゴボウ、コメ、サンザシ、シイタケ、セイヨウサンザシ、セイヨウ
ネズ、センキュウ、センブリ、タイム、チョウジ、チンピ、トウキ、トウニン、トウヒ、
ニンジン、ニンニク、ブッチャーブルーム、ブドウ、ボタン、マロニエ、メリッサ、ユズ
、ヨクイニン、ローズマリー、ローズヒップ、チンピ、トウキ、トウヒ、モモ、アンズ、
クルミ、トウモロコシ）に由来する成分；ニコチン酸トコフェロール、グルコシルヘスペ
リジン、ヘスペリジンが挙げられる。血行促進成分を配合する場合、その使用量は、皮膚
への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の全体に対して例えば約
0.00001～10重量％、好ましくは0.0001～5重量％、より好ましくは約0.001～5重量％であ
る。植物由来成分を用いる場合の使用量は、エキスなどの抽出物換算で、皮膚外用組成物
の全体に対して、約0.00001～20重量％、好ましくは約0.0001～15重量％、より好ましく
は0.001～10重量％である。
【００５２】
　皮脂吸着成分としては、例えば、タルク、マイカ、ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、
ケイ酸アルミニウム等が挙げられる。なかでも、好ましくは、マイカ、ヒドロキシアパタ
イト、及び酸化亜鉛であり、特に好ましくはマイカである。皮脂吸着成分を配合する場合
、その使用量は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の
全体に対して例えば約0.001～35重量％、好ましくは約0.1～25重量％である。
【００５３】
　上記のような各種成分は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【００５４】
　また本発明の皮膚外用組成物は、上記各成分に加えて用途あるいは剤形に応じて、医薬
品、医薬部外品、又は化粧品などの分野に通常使用される成分を適宜配合しても良い。配
合できる成分としては、特に制限されないが、例えば、基剤又は担体、界面活性剤、粘度
調整剤、酸化防止剤、保存剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、安定化剤、刺激軽減剤、防腐剤
、着色剤、分散剤、香料等の添加剤を配合することができる。なお、これらの成分は１種
単独で、または２種以上を任意に組み合わせて配合することができる。
【００５５】
　基剤又は担体としては、水などの水系基剤；流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、
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ゲル化炭化水素（プラスチベースなど）、オゾケライト、α－オレフィンオリゴマー、軽
質流動パラフィンのような炭化水素；メチルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサ
ン、高重合メチルポリシロキサン、環状シリコーン、アルキル変性シリコーン、架橋型ア
ルキル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、ポリグリ
セリン変性シリコーン、架橋型ポリエーテル変性シリコーン、架橋型アルキルポリエーテ
ル変性シリコーン、シリコーン・アルキル鎖共変性ポリエーテル変性シリコーン、シリコ
ーン・アルキル鎖共変性ポリグリセリン変性シリコーン、ポリエーテル変性分岐シリコー
ン、ポリグリセリン変性分岐シリコーン、アクリルシリコン、フェニル変性シリコーン、
シリコーンレジンのようなシリコーン油；セタノール、セトステアリルアルコール、ステ
アリルアルコール、ベヘニルアルコールのような高級アルコール；エチルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースのようなセルロース
誘導体；ポリビニルピロリドン；カラギーナン；ポリビニルブチラート；ポリエチレング
リコール；ジオキサン；ブチレングリコールアジピン酸ポリエステル；ミリスチン酸イソ
プロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸セ
チル、イソノナン酸イソノニル、テトラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリット、ホホ
バ油のようなエステル類；デキストリン、マルトデキストリンのような多糖類；エタノー
ル、イソプロパノールのような低級アルコール；エチレングリコールモノメチルエーテル
、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、
ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、
ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ
ル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピル
エーテルのようなグリコールエーテル；ポリエチレングリコール、プロピレングリコール
、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、イソプレングリコール、ジグリセリン、ジプロ
ピレングリコールなどの多価アルコール；などが挙げられる。好ましくは、水系基剤であ
り、より好ましくは水である。本発明の皮膚外用組成物が水を含有する場合、その配合量
は、皮膚への使用感や効果を考慮して適宜選択できるが、皮膚外用組成物の全体に対して
例えば約30～97重量％、好ましくは50～95重量％、より好ましくは60～90重量%である。
【００５６】
　界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレン（以下、ＰＯＥという）－オクチル
ドデシルアルコールやＰＯＥ－２－デシルテトラデシルアルコール等のＰＯＥ－分岐アル
キルエーテル；ＰＯＥ
－オレイルアルコールエーテルやＰＯＥ－セチルアルコールエーテル等のＰＯＥ－アルキ
ルエーテル；ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノイソステアレート及びソルビタ
ンモノラウレート等のソルビタンエステル；ＰＯＥ－ソルビタンモノオレエート、ＰＯＥ
－ソルビタンモノイソステアレート、及びＰＯＥ－ソルビタンモノラウレート等のＰＯＥ
－ソルビタンエステル；グリセリンモノオレエート、グリセリンモノステアレート、及び
グリセリンモノミリステート等のグリセリン脂肪酸エステル；ＰＯＥ－グリセリンモノオ
レエート、ＰＯＥ－グリセリンモノステアレート、及びＰＯＥ－グリセリンモノミリステ
ート等のＰＯＥ－グリセリン脂肪酸エステル；ＰＯＥ－ジヒドロコレステロールエステル
、ＰＯＥ－硬化ヒマシ油、及びＰＯＥ－硬化ヒマシ油イソステアレート等のＰＯＥ－硬化
ヒマシ油脂肪酸エステル；ＰＯＥ－オクチルフェニルエーテル等のＰＯＥ－アルキルアリ
ールエーテル；モノイソステアリルグリセリルエーテルやモノミリスチルグリセリルエー
テル等のグリセリンアルキルエーテル；ＰＯＥ－モノステアリルグリセリルエーテル、Ｐ
ＯＥ－モノミリスチルグリセリルエーテル等のＰＯＥ－グリセリンアルキルエーテル；ジ
グリセリルモノステアレート、デカグリセリルデカステアレート、デカグリセリルデカイ
ソステアレート、及びジグリセリルジイソステアレート等のポリグリセリン脂肪酸エステ
ル、等の各種非イオン界面活性剤：あるいはレシチン、水素添加レシチン、サポニン、サ
ーファクチンナトリウム、コレステロール、胆汁酸などの天然由来の界面活性剤等を例示
することができる。
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【００５７】
　粘度調整剤としては、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチ
ルセルロース、部分架橋ポリアクリル酸、モンモリロナイト、ヘクトライト、サポナイト
、バーミキュライト、ノントライト、ザウコナイト、ラポナイト等の増粘剤；プロピレン
グリコール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、エチレングリコール、ポリ
エチレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、ポリグリセリン、ソルビ
トール、ペンタエリスリトール、ベンゼンスルホン酸塩、炭素数１～４程度の低級アルキ
ルベンゼンスルホン酸塩等の減粘剤；等を例示することができる。
【００５８】
　酸化防止剤としては、例えば、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソ
ール、ソルビン酸、亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸、アスコルビン酸誘導体、トコフ
ェロール、トコフェロール誘導体、エリソルビン酸、Ｌ－システイン塩酸塩などが挙げら
れる。
【００５９】
　防腐剤又は保存剤としては、例えば、安息香酸、安息香酸ナトリウム、デヒドロ酢酸、
デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロ
ピル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロ
ピル、パラオキシ安息香酸ベンジル、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノール
、ベンジルアルコール、クロロブタノール、ソルビン酸およびその塩、グルコン酸クロル
ヘキシジン、アルカンジオールなどが挙げられる。
【００６０】
　ｐＨ調整剤としては、例えば、無機酸（塩酸、硫酸など）、有機酸（乳酸、乳酸ナトリ
ウム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、コハク酸、コハク酸ナトリウムなど）、無機塩基
（水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなど）、有機塩基（トリエタノールアミン、ジイソ
プロパノールアミン、トリイソプロパノールアミンなど）などが挙げられる。
【００６１】
　キレート剤としては、例えば、キレート剤としては、エチレンジアミン４酢酸（エデト
酸）、エチレンジアミン４酢酸塩（ナトリウム塩（エデト酸ナトリウム：日本薬局方、Ｅ
ＤＴＡ－２Ｎａなど）、カリウム塩など）、フィチン酸、グルコン酸、ポリリン酸、メタ
リン酸などが挙げられる。中でも、エデト酸ナトリウムが好ましい。
【００６２】
　安定化剤としては、例えば、ポリアクリル酸ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエン
、ビチルヒドロキシアニソールなどが挙げられる。
　刺激低減剤としては、例えば、甘草エキス、アルギン酸ナトリウムなどが挙げられる。
【００６３】
　香料としては、例えば、メントール、カンフル、ボルネオール、ゲラニオール、シネオ
ール、アネトール、リモネン、オイゲノール等のテルペノイド類が挙げられる。これらは
ｄ体、ｌ体又はｄｌ体のいずれでもよいが、清涼感や香りなどの官能面や安全性の面から
、１－メントール、ｄ－メントール、ｄｌ－メントール、ｄ－カンフル、ｄｌ－カンフル
、ｄ－ボルネオール、ｄｌ－ボルネオールが好ましく、ｌ－メントールが特に好ましい。
前記テルペノイド類は、精油に含有した状態で使用することもでき、好ましい精油は、ユ
ーカリ油、ベルガモット油、ペパーミント油、クールミント油、スペアミント油、ウイキ
ョウ油、ハッカ油、ケイヒ油、ローズ油等である。
【００６４】
　上記のような添加剤は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【００６５】
　本発明の皮膚外用組成物は、上記（Ａ）及び（Ｂ）成分を配合し、また必要に応じて更
なる成分を配合して、常法に従い、種々の形態に調製され得る。製剤形態は、皮膚への適
用に適した任意の剤型であり得る。具体的には、例えば、ローション剤、ジェル剤、乳液
剤、クリーム剤、軟膏剤、ムース剤、シート剤（基材担持）、エアゾール剤、スプレー剤
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等を挙げることができる。これらの製剤は、当業者に慣用の方法で製造することができ、
例えば第16改正日本薬局方製剤総則に記載の方法などに準じて製造することができる。皮
膚に適用した場合の使用感に優れるという観点から、好ましくは、ローション剤、ジェル
剤、乳液剤、又はクリーム剤とするのがよい。なお、乳剤やクリーム剤、軟膏剤のように
、油性基剤と水性基剤とを含む場合は、W/O型でもO/W型でもよいが、O/W型がより好まし
い。
【００６６】
　また、本発明の皮膚外用組成物は、皮膚に適用する際に塗り広げ易いという点と、体臭
（特に加齢臭）が気になる部位にはしっかりと塗りこみ易いという点を両立させるために
、適度な粘度を有することが好ましい。このような観点から、本発明の皮膚外用組成物の
粘度（25℃）は、特に限定はされないが、好ましくは1～50000mPa・s程度、より好ましく
は100～30000mPa・s程度、更に好ましくは1000～10000mPa・s程度とするのがよい。主に
、粘度調整剤の種類や使用量を適宜選択することにより、上記粘度の皮膚外用組成物とす
ることができる。
【００６７】
　本明細書において粘度（25℃）は、第16改正日本薬局方の一般試験法に記載の粘度測定
法に準拠し、単一円筒形回転粘度計（ブルックフィールド型粘度計）にて測定した粘度を
いう。具体的には、RB-80H（東機産業）を使用して測定される値をいい、ロータや回転速
度等の条件の選定は、本機の取扱説明書に準拠し、25℃における粘度を測定する。
　単一円筒形回転粘度計に関する説明を以下に記載する。単一円筒形回転粘度計は、液体
中の円筒を一定角速度で回転させたときのトルクを測定する粘度計である。あらかじめ粘
度計校正用標準液を用いて実験的に装置定数KBを定めることにより、液体の粘度ηを次式
によって算出する。
η＝KB
× T／ω
η：液体の粘度（mPa・s）
KB：装置定数（rad/cm3）
ω：角速度（rad/s）
T：円筒面に作用するトルク（10-7N・m）
【００６８】
　本発明の皮膚外用組成物は、通常pH2.0～9.0の液性を備えていればよいが、皮膚や粘膜
に対する低刺激性、及び皮膚に適用した場合の使用感のよさという観点から、好ましくは
pH3.0～8.0、より好ましくはpH4.0～7.5、特に好ましくはpH5.0～7.0程度であることが望
ましい。
【００６９】
　本発明の皮膚外用組成物は、後述の試験例に示されるように、加齢臭の一因とされてい
るノネナールに対して特に優れた抑制効果を発揮することができる。従って、本発明の皮
膚外用組成物は、加齢臭が気になる人に特に好適に用いられる。斯かる観点に鑑みると、
本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物は、加齢臭が気になり始める30代以降、特に40代以
降の人に好適である。また加齢臭は、女性よりも、汗の分泌量が多く、またタバコや多量
のアルコールの摂取等により皮脂分泌量が多くなりがちな男性で多いとされている。よっ
て、本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物は、加齢臭の気になる男性に特に有益である。
【００７０】
　本発明の皮膚外用組成物は、体臭（特に加齢臭）が気になる皮膚の部位に塗布又は噴霧
等の手段により適用されることが好ましい。具体的には、ノネナールの発生量が多い部位
（例えば、耳の後ろ、襟足、脇の下、胸、背中、頭皮、鼻の周り、足の裏等）に本発明の
皮膚外用組成物を適用することで、より一層高い体臭（特に加齢臭）抑制効果を発揮する
ことができる。適用量は、本発明の効果を発揮し得る限りにおいて特に限定されず、例え
ば、全身に適用する場合には、適量（約0.1～10ｇ程度）を１日１回～数回程度の頻度で
塗布又は噴霧すればよい。
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【００７１】
　本発明の体臭抑制用の皮膚外用組成物は、前述のようにして皮膚に適用された後、当該
皮膚の上に留まって、体臭原因物質（ノネナール）を抑制することで体臭抑制効果を発揮
することができる。斯かる観点に鑑みると、本発明の皮膚外用組成物は、皮膚への適用後
に洗い流さないリーブオン型として用いられることが特に好ましい。洗い流されずにその
まま皮膚に留まることによって、より一層効果的に体臭（特に加齢臭）抑制効果を発揮で
きる。
【００７２】
（２．体臭抑制方法）
　前述したように、バラ科バラ属植物抽出物及びボタン科ボタン属植物抽出物を組み合わ
せて用いることにより、体臭を効果的に抑制できることが確認されている。
　従って、本発明は更に別の観点から、（Ａ）バラ科バラ属植物抽出物と（Ｂ）ボタン科
ボタン属植物抽出物とを、体臭発生が気になる皮膚の部位に適用することを特徴とする、
体臭抑制方法を提供する。
　上記方法において、（Ａ）及び（Ｂ）成分の種類やその配合割合、他に配合され得る成
分の種類やその配合割合、使用態様等については、上記「（１．体臭抑制用の皮膚外用組
成物）」で記載されたものと同様である。
【実施例】
【００７３】
　以下に、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。
【００７４】
　＜試験例１：体臭抑制評価＞
　下記表１に示す各被験植物抽出物を用いて、trans-2-ノネナール抑制効果について評価
を行った。
【表１】

【００７５】
　具体的には、以下のようにして行った。先ず、エタノール溶媒に溶解させた１％（w/w
）trans-2-ノネナールを500mLの三角フラスコに各々5μＬ添加した。次いで、実施例１～
３及び比較例１～２に示す植物抽出物を0.5g（合計量）添加した。このとき、コントロー
ルとして、trans-2-ノネナールのみを添加し、いずれの植物抽出物も添加しない三角フラ
スコを一緒に用意した。Mono
Trap DCC18（シリカモノリス捕集剤, ジーエルサイエンス株式会社製）を三角フラスコの
シリコンラバーに吊り、密栓後、室温で２時間静置させた。２時間後、Mono
Trap DCC18を回収し、溶媒抽出するためにMT Extract Cup（ジーエルサイエンス株式会社
製）に入れ、そこにクロロホルム1mL添加した後、超音波を5分間照射した。このようにし
て得られた各抽出液を、後述の測定条件下でガスクロマトグラフィー（GC）測定を行うこ
とにより、trans-2-ノネナールを定量した。
【００７６】
（GC測定条件）
・機種：ガスクロマトグラフGC-17A（株式会社島津製作所製）
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・カラム：DB-WAX 30m×0.53mmφ×1μm（Agilent
Technologies製）
・キャリヤーガス：He, 圧力：100kPa,
全流量：272ml/min
・スプリット比 20：1
・温度条件：60℃→昇温（20℃/min）→200℃, 7min
・注入口：250℃、検出器：250℃（FID）
・注入量：1μl
【００７７】
　上記GC測定条件下で、各実施例、比較例、及びコントロールについて測定した値に基づ
き、以下の計算式Ｉに従って、trans-2-ノネナール抑制率を算出した。
　trans-2-ノネナール抑制率（％）＝｛（コントロールでの値－各実施例又は比較例での
値）／コントロールでの値｝×100　　　（式Ｉ）
【００７８】
　この結果を、上記表１の最下欄に併せて示す。この結果から明らかなように、バラ科バ
ラ属植物抽出物であるエイジツエキスと、ボタン科ボタン属植物抽出物であるシャクヤク
エキスとを組み合わせて用いた場合に、相乗効果的に著しく高いノネナール抑制効果が発
揮されることが認められた。
【００７９】
　以下、本発明の製剤処方例を示す。
【００８０】
　＜製剤処方例１：ジェル剤＞
　1,3-ブチレングリコール　３重量％
　濃グリセリン　　　　　　３重量％
　シャクヤクエキス　　　　１重量％
　エイジツエキス　　　　　１重量％
　チャエキス　　　　　０．５重量％
　ハマメリスエキス　　０．１重量％
　アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体　　０．２重量％
　エデト酸ナトリウム水和物　　０．０５重量％
　トリエタノールアミン　　　　０．２重量％
　パラオキシ安息香酸メチル　　０．０５重量％
　香料　　　　　　　　０．０１重量％
　精製水　　　　　　　残部　　　　　　　　　　　　　　　　　
合計　　　　　　　１００重量％
【００８１】
＜製剤処方例２：ローション剤＞
　1,3-ブチレングリコール　　３重量％
　濃グリセリン　　　　　　　３重量％
　シャクヤクエキス　　　　　１重量％
　エイジツエキス　　　　　　１重量％
　キサンタンガム　　　　０．１重量％
　トリエタノールアミン　０．２重量％
　香料　　　　　　　　０．０１重量％
　エタノール　　　　　　　　３重量％
　精製水　　　　　　　　　　　残部　　
合計　　　　　　　　　　１００重量％
【００８２】
＜製剤処方例３：乳液剤＞
　イソノナン酸イソノニル　　　　　２重量％
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　シクロペンタシロキサン　　　　　２重量％
　モノステアリン酸ソルビタン　０．３重量％
　べヘネス－２０　　　　　　０．３５重量％
　1,3-ブチレングリコール　　　　　３重量％
　濃グリセリン　　　　　　　　　　３重量％
　シャクヤクエキス　　　　　　０．８重量％
　エイジツエキス　　　　　　　０．８重量％
　アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体　０．２５重量％
　エデト酸ナトリウム水和物　０．０５重量％
　トリエタノールアミン　　　０．２５重量％
　パラオキシ安息香酸メチル　０．０５重量％
　香料　　　　　　　　　　　０．０１重量％
　精製水　　　　　　　　　　　　　　残部　　　　　　　　　　
合計　　　　　　　　　　　　　　１００重量％
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